	
	教師の発問と生徒の学習活動

　　　　　教師の発問等　　　　　　学習内容及び活動　　　　　　　学習問題　　　　　習得される知識　
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免田事件の何が問題だったのだろうか。

↓



↓



↓






↓
第２回目の評決を個人で考えてみよう
↓

↓



↓


※　検察官の方にもグループ評議に加わっていただく。

↓

↓

※　検察官，弁護人，被告人，証人等の意見やさまざまな証拠をもとに

　　　　　教師が裁判官役を務めながら合意的な評議を行い，最終的に評決を行う。

↓

※　検察官の方の判決及びその理由と，自分たちの評決を比較，確認させる。
	


























なぜ裁判員制度が導入されたのか，考えてみよう











裁判員制度の概要について学習しよう





あなたならどう判断するだろうか（最終的な判決を下してみよう）





・国民の視点，感覚が反映され裁判が身近になり，司法への信頼と理解が深まる。


・裁判をより迅速に行うため。　・裁判官の判決が必ずしも正しいとはいえない。





・刑事裁判の第一審を担当，６名の裁判員と３名の裁判官で審議する。


・刑事裁判とは，殺人，強盗，窃盗，傷害致死傷などを扱う。


・裁判員の決定の仕方や辞退の条件等の確認を行う。


・量刑の種類と３年以下の懲役については執行猶予をつけられることを学ぶ。


・刑罰の意義（加害者に罪を償わせる，加害者を更正させる）について学ぶ。





第　１　時





実際に裁判員になって審議に参加してみよう





ある日の夜、ヤミ金業者の金成正義と荒木信男が被告人（鈴本容子）宅へ貸金の取立てにやってきた。返金しようとタンスに入れていた３万円がないことを伝えると怒鳴られてしまう。それに怯えて泣き出した５歳の息子・大助を足蹴りにして平然としている金成を見て、被告人は文化包丁を手に取り突進したが、それを止めようとした荒木の腹部に突き刺さり、同夜出血多量で死亡したものである。





事件の概要を把握しよう（事例はヤミ金取立人殺人事件）





関連する刑法をもとに，第１回目の評議・評決を行おう





事件について分かったことを整理してみよう





・被告人はヤミ金業者からお金を借りたがなかなか返済できなかった。


・被告人は５歳の息子を足蹴にされて、突発的に殺意を抱いた。


・被告人は金成正義を殺そうとしたが、止めようとした荒木信男を包丁で刺してしまった。


・救急車で被害者は病院に搬送されたが出血多量で亡くなってしまった。





第　２　時





個人で考えて意見を発表　→　最終的には多数決によって量刑を決定する。





別の事例を通して裁判員制度のしくみを整理してみよう





ある日の深夜、建設会社の従業員宿舎から突然、炎と黒煙が噴き出した。放火したのは、この会社に雇われていた出稼ぎ労働者・矢部次郎であった。彼は会社を解雇され、衝動的にライターで宿舎の部屋に放火し、そのまま逃走したが、後で思い直して自首した。宿舎には、当時５人の従業員が寝ていた。罪名及び罰条。現住建造物等放火。刑法１０８条。


※　裁判員制度広報用映画『裁判員～選ばれ、そして見えてきたもの～』より





被告人はその後どのような判決を受けたのだろうか





　懲役３年（ライター１個の没収を含む）の実刑判決が下される。建物内に５人の従業員がいることを知りながら逃げており、人名への配慮という一線を踏み越えたと言わざるを得ない。しかし、被告人は自首し素直に犯行を認め反省もしており、残された４人の家族への影響も考慮した。





第　３　時





裁判のしくみのほかに事件からどんなことを学ぶことができたか





・事実認定だけでなく、被告人の思いや事件を起こした背景も考慮する。


・裁判員の人生経験や思いによって、量刑は変わってくる。





第　３　時





裁判員としてヤミ金取立人殺人事件の模擬裁判に参加してみよう





ヤミ金取立人殺人事件の概要と関連する刑法を整理してみよう





被告人


息子を足蹴にされたのが許せなかった。自分を抑えられなかった。





検察官


恨みは分かるがなぜ殺人なのか。被害者家族のため懲役８年を。る。





弁護人


追い詰められた上での犯行。幼い子どももおり、執行猶予を。





被告人の夫


妻は我慢強く穏やかで、思いやりがある。私も仕事をして、妻を監視します。





被害者の妻


夫を奪われ、家族は近隣から白い目で見られる。厳しい刑罰を。





【刑法１９９条】


人を殺した者は、死刑又は無期若しくは５年以上の懲役に処する。





４　学習過程








第３回目の評議・評決をグループごとに行ってみよう





最終の評議・評決を行い，１つの結論へと導いてみよう





自分たちの下した判決結果と実際の判決とを比較し，考え方を振り返ってみよう





第　５　時　（本　　時）


　





ゅ











第　４　時





被告人…夫は失業して、数年職がなく貯金もなくなってしまった。昼夜パートに出て働いていたが、夫の事業の失敗でできた借金や家賃までは回らず、家族の生活費を稼ぐのがやっとであった。お金を返さないのは悪いが、５歳の息子を思い切り蹴飛ばしたのが許せなかった。自分を抑えられなかった。





検察官…被告人の動機は、取立屋に対する恨みによるものであり、憎いから殺したということだ。子どもを足蹴にされて憎いのは分かるがなぜ殺人に向かうのか。被害者には妻と子どもが２人おり、一家の支柱である父親を失っただけでなく、近隣住民からは金貸しの家族と白い目で見られ経済的に困っている状態である。検察側としては懲役８年を求刑するものである。





弁護人…被告人が荒木信男氏を殺したのは事実である。しかし、高利貸しの取立てがどれほど非情で苛酷なものか考えてほしい。被告人は夜遅く怒鳴られ、脅され精神的に追い詰められた中での犯行である。息子を足蹴にされたときと同じ状況を想像してみてほしい。幼い子もおり、是非執行猶予を。





被害者の妻…夫が殺され、私一人の稼ぎではまともに生活できない。夫が殺されても何の補償もない。夫は失業して仕方なく今の仕事をしていた。早くやめて普通の仕事がしたいと言っていた。事件以降は「金貸しの家族」として白い目で見られ、夫の命も奪われ、被告人には厳しい刑をお願いしたい。





























対照化　→　暫定的整合化





確定的整合化





→　　　対照化　　→　　暫定的整合化　　→








　　　　確定的整合化　　　→　　　正当化














